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抄録 : 本報告は，教員有資格者の輩出と学校での業務の間に，制度的な不整合が日本とドイツのいずれにも観

察されること，ただし，その規模と関係者の認識には大きな違いも見られることを明らかにした。つまり，ドイ

ツでは，教授能力を持たない教科の授業を教員が担当していることが社会問題になり，縮減が求められる一方，

そうした教員の職務の可能なことが関係法規には明示されている。また，教授能力以上に教員－生徒間の人間関

係を重視する学級担任教員の原則があり，これが基礎学校や中等教育のとくに基幹学校に適用されることから，

州や学校種による違いを伴いつつも，こうした状況が生じている。ドイツでのこの現象から日本を見れば，臨時

免許状や免許外教科担任制度で対応しつつ，教授能力を持つ教員数を学校で基本的に確保していることが認めら

れるとともに，相当免許状主義の「相当」とは，いかなる幅と深さを指しているのかが問われる。

索引語 : 「教科外」授業，代理授業，教員免許，教授能力，ドイツ

Abstrakt: Dieser Bericht zeigt, dass sowohl in Japan als auch in Deutschland institutionelle Inkonsistenzen zwischen dem 
Angebot von Lehrern und Schulen beobachtet werden, obwohl es auch erhebliche Unterschiede im Ausmaß des Phänomens 
und in der Wahrnehmung der beteiligten Akteure gibt.In Deutschland ist die Anwesenheit von Lehrern, die keine 
Lehrbefähigung für ein Fach haben （fachfremdes Unterrichten） als ein soziales Problem erkannt worden. Die Größe dieser 
Gruppe （fachfremd unterrichtende Lehrer） müsste reduziert werden. Allerdings machen die Schulgesetze in den einzelnen 
Bundesländern dies möglich. Somit ist fachfremder Unterricht durchaus üblich, auch wenn es je nach Bundesland und 
Schultyp variiert. Betrachtet man Japan aus der Perspektive der deutschen Situation, so stellt sich bei einem befristeten 
Lehrerzertifikat neben einer Grundreserve an qualifizierten Lehrern die Frage nach der Breite und Tiefe des "Äquivalents", 
das im Äquivalentlizenzprinzip verankert ist. 
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1．問題の所在－教員有資格者と授業の担当

本報告は，公教育制度に関する日本とドイツの比較研究として，次の点を明らかにすることを目的

にする。すなわち，この二つの地域の歴史的・文化的条件は異なるにもかかわらず，いずれにも教員

の輩出と 前線である学校での業務の間に制度的な不整合が観察されること，ただし，この状況の規

模と関係者の認識には大きな違いも確かめられることである。

さて，いわゆる近代に至って，人口の大幅な増加と社会的分業が進展する中で，人に教えるという

行為も，個人的なものに留まらず職業として成立する。ここで，教職に関する管理と経営が求められ

るようになる。教員は，世俗性，宗教的・政治的中立性，公費負担の原則にもとづく学校で重要な資

源と位置づけられ，その養成，採用，研修ほか，かれらの身分保障や処遇に関する制度化が図られる。

このように，教職として公的に承認された資格を有することで人は教員になりうるが，日本では相

当免許状主義が謳われ，小学校については全科，中学校・高等学校では教科別に相当する免許状の所

有が前提となる。その一方，国や都道府県などのマクロレベルにおいては教員の供給と需要の不均衡，

都道府県内の地域といったメゾレベルでは学校の小規模化と有資格者のみで全教科を担うことの困

難，そして市町村や各学校などのミクロレベルでは病休や産休・育休等への対応から，相当免許状主

義が貫徹されない現実も存在する。このため，免許外教科担任制度が相当免許状主義の例外的措置と

して，1953 年度から設けられている 1）。

そして，その許可件数は，1965 年度に中学校で 65,919 件，高校で 8,913 件，計 74,832 件に達した。

これは，同年度の公立中学校教諭（正職員）が 212,342 人，同じく高校教諭（同）が 136,460 人 2）だっ

たことから，当時の中学校教諭の 31.0％，高校教諭の 6.5％が免許外教科の許可を得たことになる。

また，その件数は以降，減少を辿ってきたものの，2016 年度現在，計 1,0950 件（中学校で 7,190 件，

高校で 3,760 件）を数える。これは同年度の公立中学校教諭 188,234 人の 3.8％，同じく高校教諭

148,219 人 3）の 2.5％に当たる規模である。

中学校教諭のほぼ 3 人に 1 人，あるいは高校教諭の約 15 人に 1 人が該当した，かつての比率に比

べれば，こんにちの許可件数は少ないものの，免許外の教科を指導する教員は依然として存在する。

また，教諭ではなく助教諭として採用するという例外的な臨時免許状の授与件数も 8405件（2016年度）

あることを考え合わせれば，普通免許状の授与を通じた教員の確保という教員の専門職性の理念が，

完全に実現されているとは言えない。

そしてドイツでも，類似すると思われる現象が生じている。それは「教科外の教員による授業

（fachfremdes Unterrichten）」であり，その数の多いことが社会問題になっている。たとえば，中西部

に位置するノルトライン＝ヴェストファーレン州では 2017/2018 年度，中等教育段階Ⅰ（5－10 学年）

の教員の多く，なかでも基幹学校では 84％の教員が少なくとも 1 教科の授業を「教科外」の教員が

担当している 4）と報じられている。

また，北部のニーダーザクセン州では CDU（キリスト教民主同盟）の州議会議員 Adrian Mohr らが，

新聞記事を引いて質問している。すなわち，『第 3 回子どもと青年のスポーツ報告書』は，同州の 1－

10 学年でスポーツの授業が週あたり 2 時間に過ぎないことを批判し，研究者の間では，基礎学校での

スポーツの授業の 80％が「教科外」の教員によって担われていることは決定的だと指摘されているが，

これに対する州政府の見解はいかがかと 5）。

さらに，ケースに即してみよう。「ギムナジウムで化学の教員をしている知人が「教科外」で 5，6，
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7 年生に数学を，もう何年も教えています。彼女が言うには，授業をなくすよりも「教科外」で教え

る方がいいと。法律はどうなっているのでしょうか。校長は，この教員が数学を教える能力を持つと

言ってよいのでしょうか。それとも，厳密にはそうではないのかしら。知人は「教科外」の授業を担

うことをとても気に入っているし，続けたいと思っています。これは学校で普通のことなのでしょう

か。」6）これは，教員向けインターネットフォーラムへの投稿である。

あるいは，教員当事者の発言も見られる。「私の教科ではないのですが，英語科の担当を了解しま

した。産休のしばらくの間だと思っていたので。しかし，そのうちに英語のクラスが 3 つとなり，追

いつかない事態になっています。私の担当する 26 時間のうち 13 時間が「教科外」でこれは誤った負

担です。（中略）元々の教科を教えるのはとてもわくわくします。私はそのスペシャリストですから，

子どもたちをやる気にさせられます。しかし，自分がその半分しかできない教科を教える負担は，と

ても骨の折れることです。これはそもそも法的にどうなのですか。私はこんなにも多くの「教科外」

を持たなければならないのでしょうか。」7）

ちなみに，出版社から次のように紹介される書籍もある。「あなたは今年度，英語の授業を担当す

ることになっているものの，さっぱり自信がありませんか。あなたは不安で，この挑戦にいかに挑む

ことができるかわからずにいますか。この教科外英語の実践シリーズは，3，4 学年の授業で成功す

るために必要なすべてをあなたに提供します。学習指導要領のテーマにつながった，すぐに活かせる

実践教材を含め完璧な授業準備ができるのです。（中略）このシリーズは，教科外で教える教員や英

語科の初任期教員に特にぴったりですが，経験豊かな教員にとっても授業で役立つ新しいアイディア

が見つかることでしょう。」8）

このように「教科外」に関する情報は多く見出せる。さて，これは教員免許状を有しない教員が授

業を担う事態だろうか。また，この状況は学校種や教科あるいは地域によって異なっているのだろう

か。さらに，これに対する関係者の理解や対応はいかなるものだろうか。

以下，これらを明らかにすることを通じて，公教育制度上の齟齬が日本とドイツのいずれにも共通し

て見られること，と同時に，明確な違いも両者の間には認められることを記述する。そして，この知見

を手がかりに，教員免許状と教職の専門性，そして教科担任に関わる問いを広げようとするものである。

2．「教科外の教員による授業」の定義

はじめに，「教科外の教員が授業をすること」の定義を確かめておこう。教科外で数学を担当する

教員について研究した B. Marc によれば，アングロアメリカではこの問題が遅くとも 1960 年代には

取り上げられ，1980 年代には「分野外の指導」（out-of-field teaching）と定式化された。そこでは，教

員養成で専攻外だった分野を教える教員がいることと把握されたが，それは公式の有効な証明

（certificate）を持たないことを指す場合や，資格・能力（qualification）を欠くことを意味する場合も

あるなど，統一的な理解が成り立ってきたわけではない 9）。その上で Marc は「本研究では，教科外

教員と「通常の”教員の弁別を，いわゆる教授能力（die sogennante Lehrbefähigung）に求める」10）と

述べている。

また，このテーマで複数の論文を著す R. Porsch は，（1）独学者（Autodidakten），（2）セミプロ

（Semiprofis），（3）専門家（Experten）に教員を区分する。（1）は大学においても試補段階（教員養成
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の第二段階）でも学修（Studium）しなかった，教科の教授能力を持たない教員，（2）はおおむね教

科教育法の内容を含む学修は経たものの，試補段階での養成は受けていない，教授能力のありうる教

員（2a）と，主として教科教育法の内容を含む学修と試補段階での養成を受けた教授能力を有する教

員（2b），（3）は教科の学術的および教科指導上の学修，さらに試補段階での養成をいずれも経た，

教授能力のある教員である。

そして「教科外」には（1）の独学者が該当すると整理する 11）。これらから以下では「教科外」を，

大学での教員養成で他の教科を学修して教授能力を有するが，当該教科についてはそうでない教員が

担当する授業と捉える。

3．法規上の根拠

教員ならば，児童・生徒に教科を教授する能力を有し，それを保証する免許状を所有することが原

則であり，例外的に臨時免許状や免許外教科担任制度に拠る日本からは新鮮だが，ドイツでは関係法

規に「教科外」が可能な旨が記されている。以下，いくつかの州を見よう。

「必要な場合，教員は試験を受けていない教科の授業も担当する。この教科外の授業は，――教科

の知識と教科の教授法に関わって――教員評価の際に不利になることはない。」（バイエルン州立学校

教員職務規則，第 9 条 a（4））12）

「学校長は，十分な説明ののちに決定された全体会議の基本原則にもとづき，目標が合意された学

校プログラムを尊重して，授業の割り振り，時間管理そして代理授業の計画を立てる。特別な理由に

よる例外のケースまたは教員自身の希望により，学校長は教員の教職資格または教授能力の枠内で，

養成教育を受けていない教科の授業を委ねることができる。重大な事故の危険が伴う授業については，

教員の意志に反して委ねてはならない。ただし特別の規則は影響を受けない。」（ヘッセン州，教員・

校長および社会教育士の職務規則，第 17 条（3））13）

「教員は原則として，教授能力を獲得した教科・学校種での授業を担当する。さらに教員は，養成

後あるいはこれまでの経験から推定でき，学校の活動として求められる場合，他の教科・学校種での

授業を担当できる。教員は，学校自らの管理枠内の課題と授業以外のその他学校の課題を担う義務を

負う。」（メクレンブルク＝フォアポンメルン州学校教育法，第 100 条（4））14）

「教員は原則として，普通教育学校あるいは総合制学校および高等学校（Oberschulen）における教

授能力を獲得した教科と学校種での授業を担当する。さらに教員は，学校の活動として求められる場

合，これまでの養成あるいは経験から推定できる，他の教科・学校形態における授業を担当する。決

定に先立っては教員に聴取しなければならない。教員は，学校自らの管理枠内の課題と授業以外のそ

の他学校の課題を担う義務を負う。」（ニーダーザクセン州学校教育法，第 51 条（1））15）

「授業の取りやめを避けるため，あるいは教育的理由のために，該当する教科を保持する場合，教
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員は自身の養成において指導能力を有しない場合であっても，授業を担当する義務を負う。宗教の授

業については，教科外の教員が担当する義務はない。（3）学級担任の原則（Klassenlehrerprinzip）に

したがい，初等教育領域（基礎学校および特別支援学校）の教員は，通常，複数の教科の授業を担当

する。」（ノルトライン＝ヴェストファーレン州一般職務規則，第 12 条（2））16）

「教員は原則として，教授能力を獲得した教科・学校段階・学校種の授業を担当する。さらに教員は，

学校の活動として求められる場合，養成後あるいはこれまでの経験から推定できる，他の教科・学校

段階・学校種における授業を担当する。第二文は，宗教の授業に関しては該当しない。教員は，学校

自らの管理枠内の課題と授業以外のその他学校の課題を担う義務を負う。」（ザクセン＝アンハルト州

学校教育法，第 30 条（3））17）

「いかなる教員も，ある学年やある教科の授業，あるいはある学級の担任について自身の担当だと

主張する権利を有しない。教授能力を有しない教科の授業に関しては，長期間これを担当する場合，

教員の同意があった場合のみ認められうる。」（シュレスヴィッヒ＝ホルシュタイン州の全公立学校に

おける教員の職務規則 , 第 4 条（2））18）

「通常，教員は教授能力のある，または教授が認められる教科の授業を行う。教授組織の状況の範

囲内で，教員の希望は考慮される。教員は必要な場合また適切な前提が存在する場合，教授能力のな

いあるいは教授の認められていない教科についても授業を行う義務を負う。これは宗教の授業につい

ては該当しない。」（チューリンゲン州立学校における教員・保育者・特別支援教育専門職員職務規則，

第 9 条（1））19）

なお，南西に位置するバーデン＝ヴュルテンベルク州では，該当する法規は見られず，州文部省ま

たは学校官庁による折々の説明に限られる。すなわち，通常は当該教科の教授能力を有する教員が担

当するように時間割が組まれるべきだが，適当な教員が得られない場合，例外的な措置として「教科

外」授業の担当を，校長が教員に委任できると理解されている 20）。

以上，ドイツ連邦を構成する 16 の州のうち 9 つの例から，日本のように助教諭としての採用（臨

時免許状の授与）や当該官庁への申請と許可（免許外教科担任制度）の行政的な手続きを経ることな

く，ドイツでは必要な場合，教員は教授能力のない教科についても授業を担当することが，法定や規

定あるいは解釈されていると言える。

4．「教科外」の量的状況――州議会の文書質問・答弁書等から

「教科外」が問題とされる一方，このことは 2012 年時点で僅かしか研究されておらず 21），また

2016 年時点で基礎学校については連邦と州の，中等教育については連邦の関係統計が存在しない 22）。

そこで政治的文脈に着目し，この問題を取り上げた州議会議員の文書質問と州政府等の答弁書に即し

て「教科外」の状況を量的に把握したい。以下，6 つの州を事例にする。



30 榊原　禎宏

（1）ベルリン州（人口 3,796,495 人［2019.12.31 現在］）23）

2018 年 2 月，同州議会の AfD（「ドイツのための選択」）議員は，教員不足に関して文書質問 Franz 

Kerker（Nr. 18/13384）を行い，これに対して上院管理局は回答 24）の中で，表 1 の資料を提出している。

2 年間の状況を示すこの表から明らかなのは，いずれの学校種においても「教科外」が占める割合

が減少傾向にあるとはいえ，基礎学校（1－6 学年）25）では全教科で授業時数の 20％以上が，なかで

もドイツ語では 30％以上，数学と自然科学では 40％以上，芸術に至っては 50％以上が「教科外」の

授業として行われていることである。

なお，同州の 2017/18年度の公立基礎学校は 367校（7111学級），同じく統合制中等学校は 131校（3104

学級），また同ギムナジウムは 91 校（1720 学級）26）なので，たとえば基礎学校のドイツ語での「教科

外」が 14469 時間あり，これが全体の 30.2％を占めるとは，1 クラス平均で 2 時間（14469/7111）の

ドイツ語が「教科外」の授業として担われ，それは週あたり 6.6 時間（14469/7111/0.302）のドイツ語

の約 30％にあたることを意味する。同様に，統合制中等学校の数学では 1 クラス平均 0.7 時間

（2119/3104），週あたり 5.2 時間が数学に充てられたことを指している。

また中等教育についても，統合制中等学校（基本的に 7－13 学年）では数学，物理，音楽，芸術

10％以上，情報で 20％以上が「教科外」の担当となっているが，ギムナジウム（7－12 学年）ではほ

とんどが数％に留まる。つまり，多くの教科において少なくない授業数が「教科外」によって担われ

る一方，ギムナジウムでは状況がかなり異なっている。

表 1：ベルリン州の公立基礎学校・統合制中等学校・ギムナジウム全学年の教科・教科グループごと
に見た「教科外」授業数（2016/17 年度および 2017/18 年度，基準日 11 月 1 日）

また同議員は，同年 7 月にも同様の質問を行い（Nr. 18/15 788），州内の Neukölln 地区（人口 329,917

人，同州の 8.7％を占める）での状況に関して，州政府から表 2 のデータを引き出している 27） 。

これらから「教科外」の占める割合は，基礎学校で 大 60％台，統合制中等学校で 20％台に達す

ることがわかる。ただし，ギムナジウムではほとんど見られない。

また，学校就学の初期に重要と考えられている言語と数学的領域に目を向ければ , ドイツ語，数学，



31ドイツにおける「教科外の教員による授業（Fachfremdes Unterrichten）」と教員の職能

英語での「教科外」の比率は高く，少なくとも 3 分の 1 は該当することがわかる。

なお，基礎学校の教員免許状を有しながら，教授能力を有しないとされる教科があることから，小

学校の場合すべての教科を教えることのできる「全科」の免許制度を採る日本から見れば，ドイツの

教員養成は限られた範囲で教科の学修を行っている可能性を推測させる。

（2）ラインラント＝プファルツ州（人口 4,093,300 人［2019.12.31 現在］）

フランス，ベルギー，ルクセンブルクと国境を接する同州では，2017 年 12 月に同州議会の AfD 議

員 Michael Frisch が文書質問（Nr. 17/4921）を行い，これに対して州文部省は回答の中で中等教育で

の「教科外」に関する量的データを提出している 28）。表 3 はそのうち，学校種ごとに授業時数の多

い 5 つの教科を筆者が抜粋し，また「教科外」担当の割合も示したものである。

基幹学校がほぼ廃止され，実科学校プラスへと再編されたこの州では，同校での「教科外」の割合

が高いのに対して，実科学校での比率はかなり低く，多くの授業が教授能力を有する教員によって担

われている。またギムナジウムでは，その傾向はいっそう明白である。ここから「教科外」の問題は，

ギムナジウムではほとんど見られないと言ってよいだろう。

（3）ザクセン＝アンハルト州（人口 2,208,321 人［2018.12.31 現在］）

東中部に位置する同州では，Linke（左翼党）の州議会議員 Thomas Lippmann が「教科外」の状況

について文書質問（KA 7/2160）を出しており，2019 年 2 月に同州文部省が回答した。

同回答では，学校が「教科外」を実施するに際しての学校局の許可は不要，また「教科外」を担当

した期間に関するデータは存在しないと伝えた 29）ほか，学校種ごとの教科別担当時数とその占める

割合を示す統計を提出している。

表 2：ベルリン州 Neukölln 地区における公立学校種別に見た，全授業の 5％以上を占める教科・教科
グループの「教科外」授業数（2017/18 年度（基準日 11 月 1 日））
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このうち，基礎学校における「教科外」の状況を筆者が抜粋したものが表 4 である。ここから，基

礎学校での「教科外」担当による授業は存在するものの，平均 9.1％とたとえばベルリン州と比べて

著しく少ない。時間割上その比重の高いドイツ語や数学についても 10％を下回っている。

また同統計によれば，「教科外」で担われている授業時数の占める割合を全教科を合わせてみれば，

中等学校で平均 14.2％，共同学校が同 14.9％，ギムナジウムが 4.2％などである。つまり，この州で

も「教科外」の授業が行われていることは認められるものの，その状況は初等・中等教育のいずれに

おいても，かなり限られると言えるだろう。

表 4：ザクセン＝アンハルト州の基礎学校での「教科外」授業（2017/18 年度）

（4）ノルトライン＝ヴェストファーレン州（人口 1,793,2651 人［2018.12.31 現在］）

同州では 2019 年 1 月に，AfD 州議会議員の Helmut Seifen が中等教育段階における「教科外」の状

況を質問（Nr. 1929），これに対して州政府が以下のように回答した 30）。

「2017/18 年度の基幹学校，実科学校，共同学校，中等学校，総合制学校，ギムナジウムを合わせて

37362 人，40.9％の教員が，少なくとも 1 教科を教科外で担っています。基幹学校での比率が高いのは，

表 3：学校種・教科別に見た「教科外」授業の占める割合（抜粋）

ラインラント＝プファルツ（2017/2018 年度）
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学級担任教員の原則（Klassenlehrerprinzip）が一般的であり，大抵の教科は学級担任が受け持つので，

明確に学修していない教科も部分的ではあれ教えるためです。もっとも，「教科外」は通常，僅かし

か投入されていません。中等教育段階Ⅰの実科学校，中等学校，共同学校，ギムナジウムでの割合は

13.4％です」31）と。そして，表 5 の統計が示されている 32）。

表 5：ノルトライン＝ヴェストファーレン州，基幹学校・通常学校・総合制学校・ギムナジウム・
中等学校・共同学校における教員の教授能力の有無と週あたり授業時数（2018/19 年度）
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これらの値から「教科外」が占める割合は，①基幹学校でとりわけ高く，ドイツ語，数学，英語で

40％程度に上る。また，理科と括ることのできる物理・化学・生物・地学の合計では 7674 時間 /15358

時間と約 50％に達する。②次いで，中等学校，総合制学校における「教科外」担当の比率も高く，ド

イツ語，英語，数学ほか少なくない教科で 20％以上，さらに 30％を超える教科も見られる。③ギム

ナジウムの「教科外」はほとんどの教科で 10％を下回り，英語やフランス語などでは 2％程度である。

よって，同じ中等教育段階であっても学校種によって「教科外」の状況は大きく異なること，また

基幹学校でその割合はもっとも高く，ギムナジウムはもっとも低い傾向にあることが，この州でも確

かめられる。

（5）バイエルン州（人口 13,076,721 人［2018.12.31 現在］）

同州では，Bündnis 90/Die Grünen（同盟 90/ 緑の党）の州議会議員 Thomas Gehring が，「教科外」

担当の現状に関する文書質問を 2018 年 11 月に行っており，翌年 4 月に州政府からの回答を得た。そ

こで提出された資料から抜粋の上，筆者が「教科外」の割合を加えたものが表 6 と表 7 である 33）。

なお，次の但し書きがある。「同表では，期限付きの教員が常に捕捉されているわけではないので，

その場合，かれらの実際の教授能力とは無関係に「教科外」担当教員と見なされる。また，かれらは

研修などを通じて将来的に教授能力があると評価されうる。以上から「教科外」として行われている

授業時数は，実際よりも多く示される。」よって，数値はおおよその目安として解されるべきだろう。

表 7：バイエルン州立ギムナジウムにおける
「教科外」の週あたり授業時数（2017/18 年度）

表 6：バイエルン州立実科学校における「教
科外」の週あたり授業時数（2017/18 年度）

この 2 つの表から，次のことが言える。①社会や芸術に見られるように，実科学校と比べて，ギム

ナジウムでの「教科外」による授業担当はかなり限られている。②とはいえ，実科学校の「教科外」

の授業は，ドイツ語で 0.9％（428/49056 時間）というように，フランス語や数学などでも 1％程度で
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あり，先の述べたベルリン州やノルトライン＝ヴェストファーレン州での状況とは大きく異なってい

る。つまり，ギムナジウムでの「教科外」問題は大きいとは言えず，また実科学校については，州に

よる状況の違いが著しい。

（6）チューリンゲン州（人口 2,143,145 人［2018.12.31 現在］）

「教科外」は，時間割に予め示されている教科について，当該教科の教授能力を持たない教員が担

当することだけを指すのではない。その正確な実態を捉えるのが難しいのは，バイエルン州での説明

のように教員の任用身分の異なる場合があるだけではなく，突発的にも生じる代理授業

（Vertretungsunterricht）に「教科外」で応じる場合があるからである。

このことは，同州議会の CDU（キリスト教民主同盟）議員 Mario Voigt の 2017 年 3 月の文書質問（die 

Kleine Anfrage 2047）に対する州文部省の回答からわかる。同議員は州都 Erfurt の東にある Saale-

Holzland-Kreis ほか行政区における，学校での授業の中止（Unterrichtsausfall）およびこれに関連して，

代替として行われた授業の担当教員の教授能力の有無を尋ねている 34）。

これに対して州文部省は，いくつかの調査結果を提出し，まず時間割の授業がなくなった理由につ

いて，教科教員の不在や辞任，教室の不足といった長期的な理由と，病気，職務上の都合，研修，特

別休暇，超過勤務の調整などの一時的な理由を挙げている。そして，たとえば 2017 年 3 月中旬の 1

週間の場合，基礎学校では 2.4％，共同学校では 12％の授業が中止になったことを説明した。

また、代理授業として行なわれたものについても回答している 35）。表 8 は，このうち普通教育学

校での状況を抜粋し，「教科外」が占める割合を書き加えたものである。なお，教科内とは，当該教

科を学修して教授能力があると見なされる教員が担当した授業を指す。

表 8：チューリンゲン州の普通教育学校における代理授業に関する教授能力別の内訳
（2014/15 年度～ 2016/17 年度）

この結果から，いずれの期間も代理授業となったケースの半数程度が「教科外」の教員によって担

われていることがわかる。予定された授業を行えない場合，その時間に別の教科の授業を行うか，い

わゆる「自習」にして授業を実施したことにするか，あるいは事例のように「教科外」で当初の教科の

授業を行うかとなる。いずれにせよ，学校に関する法規と行政制度が学校経営上の意思決定を可能に

しているが，「教科外」として授業を行うことで，授業の中止を避けようとしている様子がうかがえる。
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その他，デンマークと国境を接する北部のシュレスヴィッヒ＝ホルシュタイン州でも，「教科外」

の問題が新聞記事に取り上げられ，次のように記されている。「州政府によると，数学の授業の

26.5％が「教科外」――大学での養成で代数や幾何にまったく関わらなかった教員に――担当されて

いる。1217 のクラスには数学の教員が充てられていない。さらにこのことは事実教授（Sachunterricht）

にも見られる。1973 のクラス，43％が「教科外」である。その教科を学修していない教員が担う授

業の割合は，基礎学校の英語では 16.3％，ドイツ語では 7.7％，スポーツでは 29％に上る。」36）。

また同記事は，「教科外」の多さについて，教員たちで組織する教育科学組合（GEW）の執行委員

が「研究では，その教科の学修をした教員による授業が，生徒のより良好な結果を導くことが示され

ています」と述べていること，またこの問題を質問した，同州議会の SPD 議員が「基礎学校は教育

的キャリアの土台となるものです。この部分に教科の指導法を含む十分な教員養成を終えていない教

員が多く配置されるならば，基礎学校での貧弱な授業は，続く学校に悪影響をもたらします。」37）と

警鐘を鳴らしていることを紹介している。

5．結論

以上，ドイツにおける「教科外の教員による授業」は，行政的手続きを経なくとも実施可能な，学

校経営上の方略として法制的に認められており，事例によっては多くの教科と授業時数がこれに当て

はまる状況が明らかになった。

これらの現象から日本の相当免許状主義を見れば，小学校では全科，中学校・高校では教科に即す

るが，そこで問われるのは何をもって「相当」とするのか，その幅と深さをいかに捉えるべきかであ

る。これを中等教育に即せば，教科の教授能力が「相当」と見なされることで免許状が授与されてい

るものの，生徒指導や部活動担当など教員の職務の実際との乖離は大きく，免許状の意義に疑義を生

じさせるものだろう。

この不整合を放置したままに，専修免許状や免許状更新あるいは教職大学院といった，専門職化を

図る一連の制度を重ねることは，はたして適切だろうか。ドイツにおける「教科外」担当という状況

は，日本の教員資格制度の正統性も問うているのである。

注
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